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資料１

本県の危機事象対応について

１ 危機事象対応の基本的な枠組み

（１）基本的な枠組み
・ 県民の生命、財産等に被害が生じる又は被害が生じる恐れがある危機事象発生時

には「危機管理対処指針」等に基づき対応
・ 大規模自然災害等については、「地域防災計画」等に基づき対応

（２）危機事象発生時の体制
■危機管理対策本部

○設置基準 重大な危機事象発生時
・新型インフルエンザ発生（国対策本部）→ 新型インフルエンザ等対策本部
・鳥インフルエンザ発生（県内飼育鶏）→ 鳥インフルエンザ対策本部
・テロ、武力攻撃事態 → 危機管理対策本部 →（政府による事態認定後）

→ 緊急対処事態対策本部、国民保護対策本部
○組織体制

・本部長︓知事 副本部長︓副知事、政策監、警察本部長
・構成員︓各部局長 ※災害対策本部体制に準拠

■危機管理会議
○設置基準 県民の生命・財産等に被害が生じる恐れがある危機事象が発生し、

全庁的な連携、協力の強化を図る場合
○組織体制 政策監(主管)、危機管理部長(座長)、各部局主管課長等

■危機管理連絡会議
○設置基準 危機管理会議の決定事項の調整、危機事象に関し庁内で情報共有を

図る必要がある場合
○組織体制 危機管理部副部長(主宰)、各部局主管課副課長

■根拠
「徳島県危機管理対処指針」
「徳島県危機管理会議の設置及び運営に関する要綱」

（３）大規模災害発災への備え
・災害対応マニュアルの改訂
・災害協定名簿等を適宜更新
・県庁 BCP、受援計画の適宜更新
・防災訓練、研修等の頻回実施
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２ 危機事象発生時の対応

（１）新型インフルエンザ対策について
○発生時の危機管理体制

・ 海外において新型インフルエンザの発生が確認された場合（海外発生期）には、
政府に対策本部が設置され、本県も国に合わせ知事を本部長とする「徳島県新型
インフルエンザ等対策本部」を設置、行動計画に沿った対応を実施

○発生に備えた取組について
・「新型インフルエンザ等対策特別措置法」

平成 25 年４月 13 日施行・「徳島県新型インフルエンザ等対策本部条例」
・「徳島県新型インフルエンザ等対策行動計画」 令和７年１月 23 日改定

（２）高病原性鳥インフルエンザ対策について
○発生時の危機管理体制

・ 「県内の養鶏農家」で高病原性鳥インフルエンザの発生が確認された場合には、
知事を本部長とする「危機管理対策本部」を設置

・ 「野鳥」や「県外養鶏農家」で高病原性鳥インフルエンザの発生が確認された
場合には、必要に応じ「危機管理会議」「危機管理連絡会議」を招集

○職員の動員体制
・ 県内養鶏農家で発生した場合に、防疫措置等の人員を確保するため、全庁的に

職員を動員。
・ 動員名簿は毎年度更新を実施。
※ なお、動員名簿は、高病原性鳥インフルエンザ対策以外の危機事象発生時に、

緊急に動員が必要となった場合においても活用する（例︓豚熱（CFS）、口蹄疫
発生時など）。

（３）原子力災害対策について
・ 「原子力発電所災害対応方針」の策定 (H23.3.28 策定、H23.7.8 改定)
・ 原子力災害については、「徳島県地域防災計画・原子力災害対策」を踏まえ、

一定レベル以上の被害が発生した場合には、「危機管理会議」「災害対策本部」等
により対応

（４）県内での危機事象発生時
・ 北朝鮮等の弾道ミサイル発射に伴う J アラート等の発表、サイバー攻撃等によ

り本県内で被害が生じた場合、必要に応じ危機管理会議等を開催
・ 水質事故、危険生物、爆破予告等本県内で被害が生じる恐れがある事象発生時

にも危機管理部に情報を集約、必要に応じて危機管理連絡会議を開催し、全庁的
に情報共有を実施
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(５)県外（海外含む）での大規模災害・事故発生時の対応
・ 県外（海外を含む）における、大規模災害・事故が発生し、日本人の被害情報

があった場合には、県人の安否等を実施

〈各部局における対応例〉
・企画総務部 派遣職員等の安否確認
・経済産業部 県内進出企業への影響確認
・観光スポーツ文化部 旅行者の安否確認
・農林水産部 漁船への影響確認、危険生物への対応
・県土整備部 集落の孤立（道路の通行止め）、河川、海域での水質事故
・教育委員会 日本人学校、修学旅行への影響確認 など

３ 会議の招集について

○危機管理会議の招集
別途定める「令和８年度緊急連絡網」の職員に連絡（24 時間）
勤務時間内外を問わず、「すだちくんメール」により各職員に連絡
※緊急連絡先となっている職員は、常時連絡可能な体制を取る
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害
発
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（
お
そ
れ

）
　
大

災害・危機事象発生時における対応の概略
区
分

危  機  事  象  対  応 災　害　対　応

本部長：知事

中

主管：政策監 責任者：危機管理部長

小

主宰：危機管理部副部長

設置基準
●自動設置
・県内で震度６弱以上の地震が発生したとき

・徳島県に大津波警報が発表されたとき

●判断設置（知事による判断）
・県内で震度５の地震が発生したとき

・徳島県に津波警報が発表されたとき

・徳島県に顕著な大雨に関する情報または大雨特別警報が発表されたとき

・南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）、

または南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒） が発表されたとき
・県内で相当規模の地震災害が発生し、または発生のおそれがあるとき
・台風等により、大規模な災害が発生し、または発生のおそれがあるとき

・その他、多数の人的被害など重大な社会的影響のある大規模な事故等

の災害が発生し、またはそのおそれが高まったとき

【第２警戒体制】

設置基準
●自動設置

・県内に震度５の地震が発生したとき
・徳島県に津波警報が発表されたとき
・徳島県に高潮氾濫発生情報が発表されたとき
・徳島県に顕著な大雨に関する情報が発表されたとき
・徳島県に大雨特別警報が発表されたとき
・南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）、または南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）が発表されたとき

●判断設置
・その他、大規模な事故等の災害（林野火災等）が発生し、大きな被害 が発生したとき、または特に大きな被害が予想されるとき

・危機管理部職員及び関係課職員

【第１警戒体制】

設置基準

●自動設置

・徳島県に暴風、大雨、洪水警報等が発表されたとき

・徳島県に大雪注意報が発表されたとき

・台風が本県を通過する可能性が高いとき

・県内の河川が氾濫注意水位に近づいたとき

・県内に震度４の地震が発生したとき

・徳島県に津波注意報が発表されたとき

・南海トラフ地震臨時情報（調査中）が発表されたとき

・徳島県に大雨に関する徳島県気象情報（線状降水帯に関するもの）が発表されたとき

●判断設置

・その他、大規模な事故等の災害（林野火災等）が発生し、大きな被害が予想されるとき

・危機管理部職員

設置基準
●県民の生命、身体又は財産等に重大な損害を与え、若しくは県政の

運営に深刻な支障が生じる危機事象発生時又は発生のおそれがある場合

【想定される主な事案】

①県内で鳥インフルエンザ等発生

→【危機管理対策本部設置】

②新型インフルエンザ等発生

→（政府対策本部設置）→【新型インフルエンザ等対策本部設置】

③テロ、武力攻撃事態（米朝開戦、ミサイル着弾）等発生

→【危機管理対策本部設置】

→（政府による事態認定）→【緊急対処事態（国民保護）対策本部設置】

危機管理対策本部

常時設置
●県民の生命・財産等に被害が生ずる恐れがある危機事象が発生し、全庁的な連携や

協力の強化を図る必要がある場合に、政策監又は危機管理部長が会議を招集
【想定される主な事案】

①感染症（新型インフルエンザ・鳥インフルエンザ等）
・鳥インフルエンザ（飼養鶏）の国内シーズン初確認時
・鳥インフルエンザ（飼養鶏）の隣接県シーズン初確認時
・鳥インフルエンザ（飼養鶏）の県内疑い事例発生時

②北朝鮮関連
・弾道ミサイルの日本国内上空通過（Ｊアラート発表）時

・主管：政策監

・座長：危機管理部長

・危機管理主任者等：各部局主管課長等

危機管理会議

常時設置
●危機管理会議の決定事項についての調整等を行う場合や庁内で情報共有を図る

必要がある場合に、危機管理部副部長又は危機管理政策課長が会議を招集
【想定される主な事案】
①感染症（新型インフルエンザ・鳥インフルエンザ等）

・鳥インフルエンザとくしまアラートのレベル変更
・鳥インフルエンザ（野鳥）の国内シーズン初確認時
・野生いのししの豚熱、マダニの確認時

②北朝鮮関連
・核実験実施時

③その他
・サイバー攻撃、イノシシ襲撃

・主宰：危機管理部副部長

・構成員：各部局主管課副課長等

危機管理連絡会議

本部会議

本 部 長：知事

副本部長：副知事、政策監、警察本部長

本 部 員：危機管理監、各部局長、会計管理者

※自衛隊、国の機関、指定公共機関 （電力、通信等）等

本部体制

本部会議

本 部 長：知事

副本部長：副知事、政策監、警察本部長

本 部 員：危機管理監、各部局長、会計管理者

防災関係機関※

※自衛隊、国の機関、指定公共機関（電力、通信等）、

社協、ＮＰＯ 等

本部体制

災害対策本部

災害警戒体制

構成員

構成員

・大規模災害発生時、被災状況の調査や情報収集等のため、直ちに離陸
・救助、消火など災害応急活動を実施

消防防災ヘリ「うずしお」

Ｒ８．４ 危機管理部

【メール開催で対応する主な事案】
・北朝鮮ミサイル発射時（Ｊアラート発表なし）

・鳥インフルエンザとくしまアラートのステージ変更

・国内死亡野鳥で鳥インフルエンザ確認（初発）

・県内野生イノシシで豚熱確認

・熱中症疑いの死亡事案の発生（初発）

対応

対応

【事案覚知後の連絡先】

危機管理政策課（088-621-2713） 資料２



令和８年３月３０日 

防災対策推進課 

Joruri の終了に伴う災害時における情報共有方法の変更について 

 

令和７年度までは、災害対応時、Joruri を「災害時モード」に変更し、トップ画面に表

示される「災害対応用掲示板」を活用して、待機体制や被害報告等、庁内の情報共有を行

っていたところです。 

今後、令和８年４月以降は Joruri が終了し、GoogleWorkspace へ移行されるため、災害

時情報共有システムを活用した庁内の情報共有を行っていくこととします。 

※現在、Google ポータルのホーム画面に「災害対応用掲示板」がありますが、更新が

30 分毎のため、災害時に機能しないことから、当掲示板は利用しません。 

資料３



1

                          

 

    



2

 

  
    



3

  

  

              

           

 


